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「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（案） 

についてのＮＴＴの考え方 

 

 

１．ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方について（総論） 

 

情報通信市場は、技術革新やビジネスモデルの変化が構造的かつグローバルに

生じています。例えば、全世界において、固定のユーザ数はほぼ横ばいの状況が続く

一方で、モバイルは年平均で約２５％の成長を続け、既に５０億を超える規模までユー

ザ数が拡大しています。また、日本国内においては、固定だけでなくモバイルのブロ

ードバンド化が進展し、ユーザは多種多様なブロードバンドアクセスの中から自由に

選択しており、過去１０年間で、モバイルは１０万から１．２億に、固定は４００万から０．

３億にユーザ数が増加しています。 

加えて、サービス競争が電気通信事業者のネットワークサービスからインターネット

上のコンテンツ・アプリケーションサービスへ移行しています。こうした通信をアプリケー

ションとして提供するプロバイダは、海外からも日本国内におけるサービス提供を行っ

ています。また、日本国内においても、従来の電気通信事業者以外、すなわち端末や

コンテンツ・アプリケーションを提供するハード・ソフトベンダーが自在に通信サービス

（電話、メール等）を提供しています。 

こうした固定とモバイルのブロードバンド化、プレイヤーの多様化、市場のグローバ

ル化といった市場環境・競争環境の構造的変化により、ユーザの選択肢が国内の通

信事業者だけでなく、海外のプロバイダが提供する通信サービスまで非常に多様化し、

ユーザはその多様なサービスを個々の必要に応じて自由自在に使いこなしています。 

 

このように市場環境は構造的に変化しておりますが、これまでの約半年間の「ブロー

ドバンド普及促進のための競争政策委員会」および「電話網移行円滑化委員会」にお

いては、ブロードバンドの普及促進を目的としながら、ＮＴＴ東西のＮＧＮのオープン

化等を中心として議論されており、現実の市場やユーザの動向と、固定中心の政策手

段との間にミスマッチが生じています。 

両委員会における議論の目的は、ブロードバンドの普及促進であることから、検討

の対象としては、電気通信事業者のネットワークのみならずコンテンツ・アプリケーショ

ンサービスや行政サービス・医療・教育等のＩＣＴ利活用までを含めた、情報通信市場

全体を俯瞰した議論がなされるべきと考えます。 

また、電気通信事業者のネットワークについて、電話時代の競争ルールを前提とし

て、ＩＰ・ブロードバンド時代においてもそれを踏襲することを基本に議論が行われまし
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た。しかし、情報通信市場が電話からＩＰ・ブロードバンドへと大きくパラダイムシフトす

る中で、過去の延長線上で今後の競争政策を議論することでは有効な政策手段は生

み出せないと考えます。 

さらに、ＮＴＴ東西のネットワークに限って見た場合、ケイ・オプティコムやＪ：ＣＯＭ等

の設備構築事業者との設備競争が既に進展しています。加えて、光ファイバ接続料が

低廉化したことによって、ＫＤＤＩが首都圏を中心とする設備競争への参入だけでなく、

ＮＴＴ東西から光ファイバを借りて光サービスを全国展開する等、市場競争は十分に

活性化しています。したがって、これまでの競争ルールとは不連続となる光ファイバの

分岐単位接続料の設定等は必要ないと考えます。 

 

なお、本来のブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方については、原則

自由なマーケットにおいてこそ、コンテンツ・アプリケーションサービス等を含めた様々

なビジネスモデルがイノベーションによって創造され、ユーザ利便が向上すると考えら

れることから、情報通信市場におけるすべての事業者が継続的な投資インセンティブ

を維持してブロードバンドの普及促進を行えるよう、事業活動を原則自由とする政策が

必要であると考えます。 
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２．ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について（各論） 

 

（１）モバイル市場の競争促進について 

 

①第二種指定電気通信設備制度について 

携帯電話事業者に対する第二種指定電気通信設備制度は、「電波の有限希少性

により新規参入が困難な寡占的な市場において、相対的に多数のシェアを占める者

が有する接続協議における強い交渉力・優位性」に対する規制であり、基本的に電波

の有限希少性に拠るものです。電波の割当を受けて携帯電話サービスを提供する事

業者は、電波という公共財を利用していることから、すべての携帯電話事業者（ＭＮ

Ｏ）には同等の競争ルールが適用されるべきであり、「第二種指定電気通信設備制度

の運用に関するガイドライン」等についても等しく適用されるべきと考えます。 

携帯電話の音声接続料について、ＮＴＴドコモは「第二種指定電気通信設備制度

の運用に関するガイドライン」に従った算定を行い、今年１月に届出した２０１０年度適

用接続料では、前年度比約３６％（区域内）もの低減を図っております。一方で、ユー

ザ数の規模に比べて設備投資額が少ない携帯電話事業者（二種指定以外の一部の

事業者）とは近年、水準格差が拡大している状況です。 

すべての携帯電話事業者（ＭＮＯ）を同等に規制の対象とすることにより、各事業者

の接続料算定根拠の算定方法の統一や透明性確保が図られ、自ずと水準格差も縮

小し、結果として利用者料金の格差も是正されるものと考えます。 

 

②禁止行為規制について 

諸外国においては、MNO が MVNO と提携したり、他の事業者へネットワークを卸提

供したり、戦略的にビジネスを展開する事例が多数存在します。 

ＮＴＴドコモは、現在、禁止行為規制の適用対象となっているため、「差別的取扱い

の禁止」の規制により、ある特定の電気通信事業者と提携して、柔軟にサービスを展

開することができず、利用者利便が損なわれる恐れがあります。その結果、国内の産

業等の国際競争力が阻害されることにつながります。 

ＮＴＴドコモと、第一種指定電気通信設備の指定を受けて禁止行為規制の適用対

象となっているＮＴＴ東西のように、現行法では｢市場支配力を有する者｣とされている

事業者との間での連携について、ユーザ利便確保・向上の観点から認められるべきと

考えます。このようなケースが認められない場合、シェアの低い事業者のユーザのみ

が優遇され、シェアの高い事業者のユーザの利便は犠牲になるため、多くのユーザの

利便を損ねることになります。 
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③接続義務について 

電気通信事業法第３２条の接続義務の規制は、諸外国と比較しても類を見ないほど

規制レベルが高く、接続拒否は極めて困難であると考えます。そのため、海外からの

日本へのＭＶＮＯとしての参入は容易である一方、海外では民民のビジネスベースの

契約であるため、海外での日本企業のＭＶＮＯ参入は容易ではありません。その結果、

規制の不均衡が生じ国際競争力の低下を招いていることから、諸外国と同様の規制レ

ベルとし、グローバルな競争条件を整える必要があると考えます。 

現在、ＭＶＮＯ事業化ガイドラインでは、ＭＶＮＯは、「卸」と「接続」の双方の形態に

より、ＭＮＯからネットワークの提供を受けることが可能とされています。しかしＭＶＮＯ

が望めば、紛争処理等を通して最終的には接続義務により、「接続」の形態になる実

態があることから、ＭＶＮＯに対する接続義務は廃止し、あくまでも民民のビジネスベ

ースの契約に委ねるべきと考えます。 

 

④ローミングについて 

ネットワークインフラの整備が様々な産業の振興等の礎となるばかりではなく、利用

者利便の向上にもつながることから、電気通信事業者の設備投資インセンティブの確

保は非常に重要であり、設備競争の促進こそが経済的規制の最上位概念であるべき

と考えます。 

また、東日本大震災では、通信確保の観点から、ネットワークインフラのリダンダンシ

ーの重要性が再認識されたところであり、平時における設備競争の促進がその点にお

いても求められていると考えます。 

なお、大規模災害発生時における緊急通報のローミングは社会的規制の一環とし

て検討されるべきものであり、経済的規制すなわち競争ルールとユーザ保護等の社会

的規制は峻別して検討し、異なる法益での整理が必要と考えます。 

 

 

（２）ＮＧＮのオープン化について 

 

①サービス競争について 

現在のサービス競争については、冒頭の総論で述べた通り、電話時代のＮＴＴのネ

ットワーク・アンバンドルをベースにした電気通信サービスの競争から、インターネット

の上で提供されるコンテンツやアプリケーション等のサービスの競争へと既に移行して

います。 

したがって、サービス競争については、ＮＴＴネットワーク設備のアンバンドルによる

「設備の貸し借り」ではなく、コンテンツやアプリケーション等によるサービス競争こそが、

ブロードバンドの普及促進につながるため、その観点に基づいた利用者利便の向上
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に資する競争政策が必要であると考えます。 

 

②ＮＧＮの更なるアンバンドルについて 

音声通話サービスが中心であった電話時代は、サービスを提供する通信事業者が

当初はＮＴＴ１社しかありませんでした。しかしＩＰ・ブロードバンド時代においては、多

数の事業者が競争下でＩＰ網を自ら構築しており、また光アクセスも低廉な水準でアン

バンドル提供していることから、「一体として設置され連携して機能している」ことをもっ

てＮＴＴのＮＧＮだけが指定電気通信設備とされていることには合理性がないと考えま

す。 

また、ＩＰ網は、委員会での議論の中で委員からのご発言にもあったように、固定で

も移動でも、各事業者が自由に構築し、既に全国展開されており、ＩＰ・ブロードバンド

ユーザ数は、ＮＴＴ東西の約２，０００万に対して、他事業者合計では約１億４千万もあ

り、ＮＴＴ東西のシェアは約１／８に過ぎず、ボトルネック性はなく、市場支配的でもな

いと考えます。 

このように市場構造は指定設備規制が導入された１９９７年以降の十数年間で全く

様相が一変しており、また、ＮＧＮが第一種指定電気通信設備とされた２００８年と比べ

ても、モバイルのブロードバンド化、プレイヤーの多様化、市場のグローバル化といっ

た市場環境・競争環境のパラダイムシフトが大きく進んでいます。電話時代の考え方を

踏襲してＮＧＮを指定電気通信設備と整理していることや、そのアンバンドル化の促進

を図る政策議論を行っていること自体、市場や競争の実態が的確に反映されていない

と考えます。 

 

③光アクセスの分岐単位接続料について 

これまでも申し上げてきました通り、分岐貸しという接続形態については、サービス

の多様化・品質の確保や技術上の課題があること等から、実施する考えはありません。

また、分岐端末回線単位の接続料についても、設備構築事業者の適切なコスト回収

を妨げ、投資インセンティブを損なうこと等、多くの問題があるため設定する考えはあり

ません。 

電気通信事業では、固定に比べ、モバイルは圧倒的に営業利益率が高いため、一

部の他事業者はモバイルの方へ経営資源を集中し、利益率の低い固定には自ら投資

等は行わず、ＮＴＴ東西から安く設備を借りることに注力しています。現在の光ファイバ

接続料は３千円/芯・月程度まで既に低廉化していることから、８分岐に１ユーザの獲

得でもすれば参入可能な水準であり、２～３ユーザの獲得でＡＤＳＬ並みのユーザ料

金も実現可能です。 

現に、ＮＴＴ東西の光ファイバを利用する接続事業者は、自ら営業リスクを取って全

国的に事業拡大しており、特に宮城県や石川県等では、当該事業者の純増シェアが



 7

大きく伸張しています。また、関西エリアでは、設備競争事業者及びＮＴＴ西日本の光

ファイバを利用する接続事業者との競争が激化しており、ＮＴＴ西日本の純増シェアが

四半期ベースで２割程度にまで低下した県が複数存在するなど、現に有効な競争状

態にあります。したがって、光サービス市場に参入するか否かは接続料の水準ではな

く、経営の意思の問題であると考えます。 

 

④アンバンドルの考え方について 

ＩＰ網は、固定・移動を問わず、全世界において、事業者が導入済みもしくは導入中

です。また、ＮＴＴのＮＧＮはＱｏＳ機能を具備したＩＰ網であり、国際標準に沿ったもの

です。国内外のベンダーも国際標準に則った通信設備や機器を製造・供給している

ため、一部の事業者の都合への対応は困難であり、ＰＳＴＮを前提として「同様の機能

がＮＧＮでも具備されるべき」といった要望では、国際標準化することは困難と思われ

ます。仮に製造した場合は割高な製品となって、そのコストがユーザ料金に反映され、

利用者利便が損なわれることになると考えられます。したがって、国際標準の動向や

前述の市場環境や競争環境の変化を踏まえた慎重な検討が必要であると考えます。 

なお、ＮＴＴグループは、これまでもＮＧＮ連絡会議やＩＰｖ６インターネット接続方式

に関する協議等においてインタフェース開示や方式検討等を事業者間で行ってまいり

ましたが、ＮＧＮ等の更なるアンバンドルについても、このような委員会等の場ではなく、

まずは事業者間で具体的に要望をご提示いただいた上で、個別に協議を行うべきで

あり、その結果、条件等が整えば、要望事業者の費用負担を前提に機能の開発等を

行うことになります。 

 

 

（３）公正競争レビュー制度について 

今回の答申案に記された公正競争レビュー制度については、「料金の低廉化や市

場シェア等の動向」等について検証を行う内容とされています。しかし委員会の議論

の中で委員からのご発言もあった通り、「光の道」は光ファイバだけでなく、無線も当然

含めて実現されるものです。 

「料金の低廉化や市場シェア等の動向」の検証にあたっては、市場環境や競争環

境の変化も踏まえ、光ファイバのみならず無線も含めたブロードバンドサービスを対象

とすべきであると考えます。 

また、「料金の低廉化」の検証にあたっては、光ファイバ接続料等の規制料金や固

定電話・携帯電話のＡＲＰＵ等の電気通信役務の料金のみを対象とせず、利用者が

ブロードバンドサービスを介して利用する、コンテンツ・アプリケーション等のサービス

の料金までも対象とし、情報通信市場全体に渡って総合的な見地から検証すべきで

あると考えます。 
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加えて、ブロードバンドの普及促進に向けては、ICT 利活用の促進による需要創造

が必要であり、諸外国と比較して利用が進んでいない電子政府、教育、医療等におけ

る政府の取り組みについても定期的な検証を行うべきと考えます。 

 

 

 

３．電話網からＩＰ網への円滑な移行の在り方について（各論） 

 

（１）ＰＳＴＮマイグレーションについて 

ＰＳＴＮマイグレーションについては、２０１０年１１月にＮＴＴ東西が概括的展望を公

表し、概ね１０年後の２０２０年からコアネットワークのＩＰ網への移行を開始し、２０２５年

頃に完了する考え方をお示ししました。 

マイグレーションによるＰＳＴＮの移行先は、ＮＴＴのＮＧＮに限られるものではなく、

移行先となるＩＰ網は、携帯電話も含めた各事業者との競争とお客様の選択の結果とし

て決まるものと考えております。また、ＩＰ網は、電話交換機に比べて安価なルータやサ

ーバにより、既に各事業者が自由に構築し運用しており、ＮＧＮはそうした多様なＩＰ網

の一つに過ぎず、必ずしもＰＳＴＮの移行先の基幹的なコア網となるわけではないと認

識しております。 

電話サービスそのものについても、以前は、ＮＴＴの固定電話サービスと、ＮＴＴのＰ

ＳＴＮを利用する中継事業者との料金競争が中心でしたが、現在では、携帯電話は１．

２億ユーザまで拡大しており、また、電話サービスはブロードバンドサービスのアプリケ

ーションの一つとして、各事業者は自ら構築したＩＰ網の上でサービスを提供していま

す。加えて、独自のネットワークすら持たず、インターネット上で多様な電話サービスを

提供するアプリケーションプロバイダも存在しています。 

このように現在の競争は、ＮＴＴのＮＧＮに依存することなく、各事業者が自ら構築し

たＩＰ網でお客様を獲得するサービス・料金競争へと構造が大きく変化しており、電話

サービスを提供するためにＮＴＴの電話網を借りることが前提であった時代とは構造が

全く異なることから、電話時代の競争ルールを、ＮＧＮに持ち込む必要はないと考えま

す。 

 

（２）アクセス回線のメタルから光への移行について 

アクセス回線のメタルから光へのマイグレーションについては、ＮＴＴとして、サービ

スの創造やＩＣＴの利活用等を促進することにより需要を喚起し、光の普及を進めてい

く考えです。しかしながら、これまでのメタル電話の減少傾向やユーザニーズの動向を

踏まえると、ＰＳＴＮマイグレーションを実施する２０２０年代初頭においては、１，０００万

から２，０００万回線程度が残り、光とメタルが並存することが現時点では見込まれま
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す。 

また、諸外国におけるＰＳＴＮマイグレーションの動向を見ても、アクセス回線はメタ

ルと光が並存しているのが現状です。したがって、当面はドライカッパを利用したブロ

ードバンドサービスの提供や、メタルを利用した固定電話相当の電話のみサービスの

ご利用は可能であり、すべてのアクセス回線が光化される前提での議論は不要である

と考えます。 

なお、すべてのアクセス回線を光化することは採算性の観点から実質的に困難であ

り、今後の光エリア拡大は自治体主導のＩＲＵ方式が中心になると考えます。 

 

 

以上 




